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２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027） 

LPガス供給事業者 公募要領 

 

１ 事業名称 

  ２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）「LPガス供給事業者」公募 

 

２ 目的 

２０２７年国際園芸博覧会（以下、「GREEN×EXPO 2027」という。）は、「幸せを創

る明日の風景」というテーマのもと、自然・人・社会が共に持続するための最適解を発

信し、持続可能な地域・経済の創造や社会的な課題解決に貢献する新たな博覧会を目指

しています。 

会場内では、２０２７年国際園芸博覧会協会（以下、「協会」という。）並びに公式

参加者（本博覧会への公式参加招請を受諾した外国政府及び国際機関）、非公式参加者

及び一般営業参加者（以下、これらを総称して「参加者」という。）が、LPガスを使用

する予定です。 

この要領は、LPガスの安定した供給体制を確立するため、供給事業者を公募により選

定することを目的とします。 

 

３ LPガス供給事業者の業務 

LPガス供給事業者の業務は以下の通りです。 

なお、詳細は事業者決定後に協議の上で整理いたします。 

＜スケジュール（予定）＞ 

2026年６月～2027年３月頃：一般営業出店等の建築に係るサポート、供給計画調

整、協会又は参加者との契約 

  2027年３月～2027年９月頃：LPガスの供給 

 2027年９月～2027年12月頃：撤去工事等 

 

 (1) LP ガス（ボンベ・バルク等）の安定供給および配送計画の策定・実行（早朝・深夜含

む） 

   車両登録・搬入管理の一括調整（関係者との調整、搬入計画最適化）を含めて行って

いただきます。 

(2) 会場内の供給設備設計助言、施工管理支援、検査・試運転立会 

   会期前の関係工事サポートや会期後の撤去等を含みます。 

   また、参加者の求めに応じて、工事を含めて実施いただく場合があります。 

(3) 供給・保安・緊急時対応（24時間受付、初動出動体制、代替供給） 

通信回線を用い LP ガスの利用状況を常時監視できるシステム（集中監視システム）

を整備することを必須とします。 
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(4) 環境配慮（カーボンオフセット LPガスの導入等） 

 

４ 参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす者であることが必要です。 

(1) 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三

十二条第一項各号に掲げる者 

エ 国土交通省（本省又は関東地方整備局）、農林水産省（本省）、神奈川県又は横浜市

から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者 

(2) 液化石油ガス法第３条に基づく登録 LPガス販売事業者であること（構成員が満たし

ている場合も可）。 

(3) カーボンオフセット LP ガスが提供可能であること （構成員が満たしている場合も可）。 

(4) 第一号認定 LP ガス販売事業者又は第二号認定 LP ガス販売事業者の資格を有してお

り、GREEN×EXPO 2027 の会場から 30 分以内に事業所が所在していること（構成員が

満たしている場合も可）。 

(5) 特定液化石油ガス設備工事事業の届出を行っている事業者であること。  

(6) 以下に記載のすべての保険を必ず付保すること。 

・LPガス販売事業者賠償責任保険 

・LPガス受託認定保安機関賠償責任保険 

・LPガス配送事業者賠償責任保険 

 

５ 応募手続 

応募する場合は、下記書類を期日までに提出してください。 

(1) 提出期限 2026 年５月 29 日（金）午後５時まで（必着） 

(2) 提出先 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

事業部 事業企画課 

電話：045-307-2049 

E-mail：commercial@expo2027yokohama.or.jp 

(3) 提出方法 電子メール 

＜注意事項＞ 

・送信後に必ず提出先まで電話連絡をすること。 

・提出ファイルは、すべて PDF とすること。 

(4) 提出書類等 

ア ヒアリングシート（様式１） 

イ 「４．参加資格(2)(3)(4)(5)(6)」の確認ができる資料 

mailto:commercial@expo2027yokohama.or.jp
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  （例：以下のような資料。写し可） 

  ・液化石油ガス法第３条に基づく登録を受けていることが確認できる資料 

（登録通知書、登録証明書 等） 

・カーボンオフセット LPガスを取り扱っていることが確認できる資料 

（取扱商品カタログ、制度概要資料、第三者認証に関する資料、供給実績資料 等） 

・第一号又は第二号認定 LP ガス販売事業者であることが確認できる資料 

（認定通知書、認定証の写し 等） 

・GREEN×EXPO 2027 会場から 30 分以内に事業所が所在していることが確認できる

資料（会社案内、地図資料 等） 

・特定液化石油ガス設備工事事業開始届出書の副本の写し 

・保険証券又は付保証明書の写し、及び補償内容の分かるもの 

ウ 個人事業者：発行日から３か月以内の住民票記載事項証明又は住民票抄本 

企業：発行日から３か月以内の登記事項証明書（権利能力なき社団の場合は、協会

が定める書類をご提出いただきます。） 

  エ 決算書（写し。直近３か年分。ただし、法令等に基づき開示しているものに限る。） 

オ 誓約書（横浜市暴力団排除条例関係）（様式２－１） 

カ 役員等氏名一覧表（様式２－２） 

キ 複数の個人事業者・企業・団体等での申込の場合：構成員届出書（代表構成員）（様

式３－１） 

ク 複数の個人事業者・企業・団体等での申込の場合：構成員届出書（代表構成員以外）

（様式３－２） 

ケ 複数の個人事業者・企業・団体等での申込の場合：構成員の関係を説明する資料（団

体規約・相関図等） 

(5) その他 

ア 所定の様式以外は受理しません。 

イ 協会は提出書類等の受理後、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

６ 質問書の提出 

公募要領等の内容について質問のある場合は、質問書を提出してください。メール送信

により個別に回答するとともに、申込にあたり共通して留意すべき事項がある場合は、協

会ホームページに掲載します。 

(1) 提出期限 2026 年５月 19 日（火）午後５時まで（必着） 

(2) 提出先 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

事業部 事業企画課 

電話：045-307-2049 

E-mail：commercial@expo2027yokohama.or.jp 

(3) 提出方法 電子メール 

mailto:commercial@expo2027yokohama.or.jp
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＜注意事項＞ 

・送信後に必ず提出先まで電話連絡をすること。 

・提出ファイルはすべて PDF とすること。 

(4) 回答日及び回答方法 2026 年５月 22 日(金)にメール送信により個別に回答すると

ともに、申込にあたり共通して留意すべき事項がある場合は、協会ホームページに掲

載します。 

 

７ 審査 

  応募者多数の場合は、表-１のとおり、審査項目に従い提出書類の審査を行い、「LP ガ

ス供給事業者」上位３者を選定します。なお、審査において、評価項目の合計得点が基

準点（60点）に満たない応募者については選定しないものとします。 

(1) 審査方法 

ア 審査は書類審査にて行います。（プレゼンテーション審査は行いません。） 

イ 審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。 

(2) 審査結果 

ア 審査結果は、電子メールにて全応募事業者に通知します。 

イ 個別に結果通知後、決定した LP ガス供給事業者名を協会ホームページにおいて公

表します。 

(3) 審査対象からの除外（失格事由） 

次のいずれかに該当した場合は、審査の対象から除外します。 

ア 提出書類等に虚偽の記載を行うこと。 

イ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

【表-１ 審査項目及び審査内容】 

審査項目 配点 評価観点（例） 

参加資格 ― 参加資格を満たしている

か。 

提出書類 ― 各種提出書類に不備等はな

いか。 

安定供給および配送計画の

策定・実行 

20 点 需要ピーク対応、早朝・深夜

配送、在庫・車両・人員計画

の妥当性、車両管理・搬入効

率 等 

設計・施工支援能力 20 点 設計・施工支援の実績 等 

供給・保安・緊急時対応 20 点 24 時間体制、災害時対応 

等 

環境配慮 20 点 カーボンオフセットの実施
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方法、配送時の工夫 等 

価格提案 20 点 単価の考え方、透明性、総合

コスト 等 

 

８ スケジュール 

５月 11 日（月）  公募開始 

５月 19 日（火）午後５時まで 質問受付締切 

５月 22 日（金）  質問回答 

５月 29 日（金）午後５時まで 提案書類受付締切 

６月中旬   結果通知 

６月下旬以降   事業者公表 

 


